
知っておきたい！「下請法」改正と公正取引委員会 
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22年ぶりの「下請法」改正！ 

企業の取引ルール総点検？ 

意外と知らない「公正取引委員会」 
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 正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」で
下請取引の公正化を目的とし、下請事業者の利
益保護を目的として1956年に制定された。    
●親事業者の義務：発注書の作成･交付･保存、

支払期日の決定等               
●親事業者の禁止行為：受領拒否、支払遅延、

減額、返品、買いたたき等 

●ルール改正､企業は要対応 

 今年の1月1日に「下請法」の改正法が施行

され、規制内容の拡充で、名称も変わりまし

た。仕事を発注し、代金を払う大企業は中小企

業より強い立場にあるため、不当取引を減ら

し、中小企業の利益を保護するのが狙いです。 

下請法が取適法に？ 

 今年はビジネス環境に影響の大きいルール
変更が見込まれています。その中の1つ、「下
請法」が改正され、｢中小受託取引適正化法(取
適法）｣として今年1月1日に施行されました。 

下請法とは？ 

●新たな禁止項目を追加！ 

●名称変更！「下請」と呼ばない 

 改正の新法では「下請」という用語が無くな
りました。用語も変更され、企業間に規模の大
小はあっても立場の上下はないとの趣旨です｡ 

●なぜ今、下請法の改正なの？ 

つぎの背景で法改正が検討されていました。
① 近年、労務費、原材料費、エネルギーコス 

 トが急激に上昇する中で「物価を上回る賃上 
 げ」実施には賃上げ原資の確保が必要。 
② 中小企業が原資を確保するには、サプライ  
 チェーン全体の｢構造的な価格転嫁｣が重要。 
③ 中小の受注者に負担を押し付ける商慣習を 
 一掃し、取引の適正化と価格転嫁を進める。 

 適用対象も広がりました。従来の資本金基準
に加え、従業員基準（製造委託300人､役務提供

委託100人）が追加され、規制と保護の対象が
拡充になりました。 

中小受託事業者 

委 託 事 業 者 

製造委託等代金 

中小企業や個人事業主 

中小に仕事を発注する 

下 請 事 業 者 

親  事  業  者 

下  請  代  金 

●適用対象企業が拡大した！ 

●協議に応じない一方的な価格決定の禁止  
 意図的な禁止行為をすると、公正取引委員会 
 から勧告を受け、社名を公表されることも。 

●手形払いの禁止 
 中小企業の資金繰り悪化の原因になりがちな 
 手形決済が禁止に。手形払いは支払遅延扱い 

●振込手数料の受注者負担の禁止 
 中小受託事業者の合意の有無にかかわらず、 
 振込手数料の差し引きは違反（(減額）に。 

＜中小企業同士でも対象に＞ 従業員300人
超（役務提供委託100人超）の企業が、300人
以下（同100人以下）の企業や個人と取引する
場合、返品や支払遅延といった禁止行為に留意
する必要があることになります。 
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●フリーランスの取引適正化へ 

  委員長と4人の委員の下に事件の調査や監視
などを行う事務局があり、官房、経済取引局、
審査局、犯則審査部、地方事務所･支所で構成
されています。その役割の重要性の高まりから
予算、人員ともに強化されてきており、現在は
約900人の職員が働いています。 

●「経済の憲法」の番人 

公正取引員委員会って？ 

＜資本金基準に従業員基準が追加＞ 

  資本金の大小だけで適用対象を決めていまし
たが、節税目的などで1億円以下に資本金を減
資する企業が増えている点を考慮したものです｡ 

委託 発注（大企業) 受託（中小）  

製 

造 

･ 

修 

理 

資本金基準  

1,000万円超3億円以下 1,000万円以下 

3億円超 3億円以下 

従業員基準（新設）  

300人超 300人以下 

役 

務 

提 

供 

1,000万円超5000万円以下 1,000万円以下 

5,000万円超 5,000万円以下 

従業員基準（新設）   

100人超 100人以下 

資本金基準   

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

⇔

 従来の下請法の対象外となる中小企業同士の
取引でも、従業員数の大小の関係で指導対象と
なります。中小企業でも、受注事業者として禁
止行為に注意が必要になるケースも。 

●資本金1億円以下の隠れ大企業 

●不当な商慣習の一掃を狙う！ 

  適用対象となる取引として、商品を発送する
ための運送委託が追加されました。 

＜荷待ちの強要、下請けの負担＞  

 立場の弱い物流業者が荷役や荷待ちを無償で
行わされているなどの問題が顕在化していた。
従来は運送事業者から運送事業者への再委託が
対象だったが、発荷主（部品メーカーや卸売業
者等）から運送業者への委託も対象に。 

 

発荷主 
部品ﾒｰｶｰ等 運送事業者 運送事業者 

 

再委託 委託 

 従来 

 
荷積み･荷待ち強要 

改正 

  公正取引委員会は「公正で自由な競争原理を
促進し、民主的な国民経済の発達を図る」こと
を目的として設置された行政機関です。 

 ＜憲法と同い年＞ 「独占禁止法」を運用するた
めに設置された機関で、独占禁止法の補完法であ
る「取適法」の運用も行う。設立は独禁法施行の
1947年7月20日で、一部業務については第二次
世界大戦後、GHQ指揮の下、財閥解体を主導し
た持株会社整理委員会から引き継いでいる。 

●内閣府の外局で独立組織！ 
  独占禁止法の運用により自由な経済活動が公
正に行われるよう、企業の違反行為に目を光ら
せ、消費者の利益を守っています。内閣総理大
臣により国会の同意を経て任命された委員長と
4人の委員の計5名で構成され、他から指揮監
督を受けることなく独立して職務を行います。 

行政委員会と呼ば
れる合議制の機関
で、内閣府の外局 

●M&Aに対する審査も！ 
  企業のM&Aや株式取得などの企業結合が独
占禁止法上、問題がないかを審査します。一般
消費者に不利益となるような競争を実質的に制
限することとなる企業結合を禁止す
ることができます。 

＜企業統合に待った！＞  
 2009年、旧新日本製鉄は傘下のステンレス
事業を日新製鋼と統合する方針を打ち出した
が、公正取引員会の反対で断念。2011年、新
日本製鉄製と住友金属工業の合併につき、一部
条件付きでに認めると発表、グローバル競争の
実態を意識したものとして評価された。 

●ルール違反にイエローカード 
＜「独占禁止法」違反への措置＞ 

排除措置命令 違反行為をやめさせるために、必要
な措置を命じる 

課徴金納付 
命令 

私的独占、カルテル、不公正な取引
方法を行った事業者に課徴金 

刑 事 罰 

違反企業や業界団体の役員には懲役
や罰金も。不当取引制限違反は法人
は5億円以下の罰金、個人は5年以下
の懲役または500万円以下の罰金 

＜「取引適正化法」違反への措置＞ 
指 導 比較的軽微な違反。非公開で改善促す 

勧 告 悪質、影響大の場合。違反行為の是正
や減額下請代金の返還。企業名の公表 

刑 事 罰 違反者と法人に50万円以下の罰金。 

 デジタル社会進展に伴う新しい働き方として 
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●荷待ち強要、運送530社を指導！ 
 昨年12月、公正取引委員会と中小企業庁は
運送事業者間の取引について調査を行い、荷待
ちの強要といった下請法違反やその恐れで、計
530社に指導を行ったと発表。今年1月からの
取適法では荷物を発送する「発荷主｣による運
送委託も規制対象になるので、国土交通省と連
携を強め、不当な商慣行の一掃を狙います。 

●｢下請けいじめ｣の事例 

取引適正化法の影響 

●要チェックポイントは？ 

 下請法の勧告事例は公開されており、ニュー
スで見かけることも多くなっています。 

●巨大ＩＴの寡占状態に危機感 

普及したフリーランスと取引先の業務委託契約
に関し、最低限の規律を設けるため、2024年
11月「フリーランス･事業者間取引適正化法」
が施行へ。違反した発注事業者には公正取引委
員会が指導･勧告等できることに。 

 直近ではプラットフォーマーと呼ばれるＩＴ
大手をめぐる事態調査も行っています。「GA
FA」と呼ばれる米グーグル、アップル、フェ
イスブック、アマゾン･ドットコムを念頭に、
M&A審査のルール整備などによるデータ独占
への対応も行っています。 

＜グーグルに排除措置命令＞  
 昨年4月、米グーグルがスマートフォンのメー
カーに対し自社のアプリを搭載させる契約を結ぶ
など独占禁止法に違反する行為をしていたとして
違反行為の取りやめなどを求める排除措置命を出
した。｢GAFAM｣と呼ばれる米巨大ＩＴ企業に公
正取引委員会が排除措置命令を出すのは初めて。 

＜下請法違反の勧告事例＞ 

●赤沢経産相、自動車業界に遺憾 

2025/2 ビックカメラ 
下請事業者51名に払うべき
代金総額5億5,746万円を減
額していた。 

2025/3 シャトレーゼ 
受領してない商品を下請事
業者に無償で保管させた。
11事業者、総額2,382万円 

2025/5 井関農機 
102事業者に発注が長期間
ないのに、約2万個の金型
を無償で保管させた。 

2025/9 ｽｰﾊﾟｰOLympic 
割戻しで下請代金を減額。
16事業者、総額1,727万円 

2025/9 ヨドバシカメラ 
ﾘﾍﾞｰﾄ名目で下請代金減額 
6事業者、総額1,349万円 

2025/10 
トヨタ自動車 
東日本 

発注が長期間ないのに、10
事業者に金型440個を無償
で保管させていた。 

2025/11 
福岡ダイハツ 
販売 

代車を無償で提供させた。
24事業者、総額1,739万円 

2025/12 マキタ 
発注が長期間ないのに、84
事業者に金型3,214個を無
償で保管させていた。 

2025/12 
スニック（スズ
キの子会社） 

10事業者に300超の部品の
買いたたき（単価据置) 

 昨年11月、赤沢経済産業大臣は、自動車業
界で下請法違反が相次いでいることを受け、
｢業界全体の信頼を損なうもので極めて遺憾」

と言及。公正取引委員会は昨年10月、トヨタ
自動車東日本に金型無償保管で再発防止を勧告
したが、親会社のトヨタ自動車を巡っては24
年に別の子会社が同様に勧告を受けています。 

●従業員基準で適用対象が拡大？ 
 適用対象に従業員基準が新設されたため、資
本金が少なくても一定以上の規模の会社は親事
業者（取適法：委託事業者）としての義務を負
うことに。また、資本金基準では対象外でも従
業員基準により、新たに下請事業者（取適法：
中小受託事業者）の対象となる取引先が増える
可能性があります。 

●特に影響の大きな業界は？ 

＜対象取引が4～12％増加？＞ 
 これまで製造業の取引の約35％、運輸･郵便業
では約41％、情報処理･提供サービス業は約3
7％、ソフトウェア業は取引の約54％がそれぞれ
下請法の対象だったが、取適法では4～12%ほど
対象取引の増加が見込まれるとか。 

＜取適法スタート！業界別の注意点＞ 

製造業 部品や材料の調達で対象となる取引が多
く、価格協議体制の整備が急務。 

運送業 
新たに規制対象となるため、荷主企業は運
送委託の条件を見直す必要が。運賃の他、
荷待ち時間や附帯作業の有償化も検討課題 

建設業 
重層下請構造のため、元請から下請への支
払条件の改善が連鎖的に必要となる。手形
払いが多い業界のため対応が求められる。 

ＩＴ 
ｿﾌﾄ業 

役務提供委託として従業員100人基準が適
用される。システム開発の請負契約、SES
契約などの見直しが必要。 

 親事業者（委託事業者）は委託先企業につい
て従業員数の把握が必要です。「協議を行わな
い一方的な価格決定」が違反となるため、価格
決定での協議内容を記録し残すことも重要に
なってきますし、契約書の用語も要確認です。 

＜振込手数料の負担も要チェック＞ 
 これまで下請事業者（中小受託事業者）との書
面での合意を条件に、親事業者（委託事業者）が
代金を支払う際の振込手数料を下請事業者（受託
事業者）に負担させて、代金から差し引くことが
認められていた。取適法では合意の有無にかかわ
らず、振込手数料を差し引くことは違法に。 
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●課税価格も税額も最高額に！ 

 2024年中に亡くなった方は160万5,378人で、

相続税が発生する申告書は16万6,730人、課税がな

い申告書は3万9,755人分が提出されました。 

 相続税の課税割合は10.4％と、10人に1人に相続

税がかかる状況で、 

2015年の増税以来、

過去最高となりまし

た。 

 地価が高い地域では

課税割合が高くなって

おり、最も高い東京都

ではなんと“5人に１

人”が課税対象に！ 

相続税の課税価格 被相続人の数 平均納税額 

５千万円以下 40,824  23万円 

５千万円超1億円以下 89,369  235万円 

１億円超 2億円以下 42,459  1,160万円 

２億円超 3億円以下 10,509  3,396万円 

３億円超 5億円以下 6,282  7,267万円 

５億円超 7億円以下 2,005  1億3,428万円 

７億円超 10億円以下 1,215  2億2,035万円 

10億円超 1,198 7億8,710万円 

合  計 193,861  1,550万円 

 課税価格帯ごとの平均納税額 

2024年度相続税の申告事績－課税割合が初の10％超えに！ 

◆路線価は？ 

 10年前と比べると、土地の評価に使う“路線価”

は、大阪御堂筋で1.5倍、横浜駅ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙで1.4倍な

ど大きく上昇しています。 

◆株式は10年で３倍 

 日経平均株価の終値は、2015年1月は1万7,000

円台でしたが、今や５万円を超え、手持ちの有価証券

は3倍に増えた計算です。 

◆金は５倍強に！ 

 １グラム当りの金の買取価格も、2015年１月の 

4,803円に対し、2026年1月は24,292円と５倍を

超えています！（田中貴金属HPより） 

 財産が増えるのは嬉しいものの、相続税がかかる

とあれば、喜んでばかりもいられません。  

 基礎控除がそのままで、評価だけがあがれば増税

になっているのと同じということに。  

 相続税の課税価格（財産から債務控除等した調整

後）は23兆3,846億円（前年比8.1％増）、相続税額

は3兆2,446億円（同8.0％増）と、2015年の改正

以来最高額を記録。 

 相続税の課税財産は年々増加し、2024年は10年

前の1.6倍に！内訳は①現預金：8兆5,602億円、②

土地：7兆4,074億円、③有価証券：4兆3,676億円

の順で、土地と現預金は10年前と順位が逆転してい

ます。    

●課税価格と申告税額も過去最高 

 相続税では、家族構成、財産と債務の状況、税負担

によって、遺産分割方法の工夫と納税資金対策が必

要となります。一度、試算されるとよいでしょう。 

 過去に試算済みの方も、今の時点の評価に置きな

おしておきましょう。 

●対策のポイントは“分け方と資金準備”

東京都 20.0％ 

愛知県 16.2％ 

神奈川県 15.5％ 

埼玉県 11.9％ 

奈良県 11.8％ 

京都府 11.7％ 

千葉県 11.3％ 

課税割合が高い都道府県 

◆2015年の相続税大改正とは？ 
 相続税は、基礎控除を超える部分にかかります。
2015年の改正で、基礎控除は「3,000万円＋法定
相続人×600万円（改正前5,000万円＋1,000万
円×人数）」に減額され、大増税に！ 
 この年を境に課税割合が前年の4％台からいっき
に8％に上昇、相続税は身近な税金になりました。 

●財産評価はこんなにあがっている 

順
位 

都市名 所 在 地 2025年 2015年 

1 東京 中央区銀座５丁目 
中央通り（鳩居堂前） 

4,808万円 
＋78％     

2,696万円 
     

2 大阪 北区角田町御堂筋 2,088万円 
    ＋151％ 

832万円 
     

3 横浜 
西区南幸1丁目横浜駅 
西口ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ前通り 

1,720万円 
   ＋141％ 

713万円 
    

4 名古屋 中村区名駅1丁目名駅通り 1,288万円 
   ＋75％ 

736万円 
    

5 福岡 中央区天神2丁目渡辺通り   968万円 
   ＋94％ 

  500万円 
    

◆都道府県庁所在都市の最高路線価◆ 
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景気

09

ｱﾍﾞﾉﾐｸｽ景気

令
和
元
年

 

消
費
税
　
％

 

ラ
グ
ビ
ー

W
杯

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
・
五
輪
延
期

20

東
京
五
輪
　
コ
ロ
ナ
禍
で
無
観
客
開
催

露
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
・
円
安
進
行

新
型
コ
ロ
ナ
５
類
へ
･
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
開
始

マ
イ
ナ
ス
金
利
解
除
・
新
札
発
行

北
朝
鮮
問
題
・
仮
想
通
貨
高
騰

司
法
取
引
で
逮
捕
、

日
産
会
長
不
正
事
件

大
阪
･
関
西
万
博
・
令
和
の
コ
メ
騒
動

12

東
日
本
大
震
災
・
福
島
原
発
事
故

第２次　　
石油不況

パ
ソ
コ
ン
普
及
台
数
百
万
台
突
破

カ
ー

ド
式
公
衆
電
話
が
登
場

連
立
与
党
が
成
立

就
職
氷
河
期
は
じ
ま
る

焼
酎
 
％
の
伸
び
、

酎
ハ
イ
ブ
ー

ム

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
施
行

Ｎ
Ｙ
株
式
市
場
暴
落
「

魔
の
月
曜
日
」

東
京
の
地
価
 
％
上
昇
「

狂
乱
地
価
」

消
費
税
ス
タ
ー

ト
、

３
％
課
税

国
民
の
中
流
意
識
　
％
に

３
Ｋ
職
、

若
者
に
敬
遠
さ
れ
る

学
校
５
日
制
ス
タ
ー

ト

円高不況 バブル景気 平成不況

ロ
ッ

キ
ー

ド
事
件
発
覚

カ
ラ
オ
ケ
登
場
、

ブ
ー

ム
は
じ
ま
る

マ
イ
カ
ー

保
有
２
千
万
台
突
破

第
二
次
石
油
シ
ョ
ッ

ク
省
エ
ネ
時
代

食
管
法
改
正
、

米
穀
通
帳
廃
止

自
動
車
生
産
台
数
が
世
界
一
に

なべ底　
不　況

岩戸景気 いざなぎ景気
第１次　　
石油不況

札
幌
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
開
催

第
一
次
石
油
シ
ョ
ッ

ク
、

紙
不
足
に

消
費
者
物
価
急
騰
「

狂
乱
物
価
」

核
家
族
世
帯
が
 
％
に

沖
縄
返
還
の
調
印
式

大
都
市
住
宅
難
公
団
競
争
率
 
倍

日

本

社

会

経

済

年

表

Ｅ
Ｃ
（

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
共
同
体
）

成
立

Ｇ
Ｎ
Ｐ
世
界
第
２
位
に
！

ア
ポ
ロ
 
号
月
面
着
陸
成
功

世
帯
平
均
貯
蓄
高
百
万
円
突
破

経
済
白
書
「

も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」

な
べ
底
不
況
は
じ
ま
る

兼
業
農
家
４
割
超
「

３
ち
ゃ

ん
農
業
」

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
開
催

い
ざ
な
ぎ
景
気
は
じ
ま
る

一
万
円
札
発
行
､
大
卒
初
任
給
１
万
２
千
円

カ
ラ
ー

Ｔ
Ｖ
等
３
Ｃ
が
三
種
の
神
器

皇
太
子
結
婚
。

Ｔ
Ｖ
２
百
万
台
突
破

国
民
所
得
倍
増
計
画
が
決
定

サ
ラ
リ
ー

マ
ン
平
均
月
収
４
万
５
千
円

バ
ブ
ル
崩
壊
に
経
済
揺
れ
る

北
朝
鮮
拉
致
被
害
者
帰
国

冬
ソ
ナ
韓
流
ブ
ー

ム
・
ア
テ
ネ
五
輪

郵
政
民
営
化
法
の
成
立

い
ざ
な
ぎ
超
え
、

M
&
A
急
増

阪
神
淡
路
大
震
災

米
国
テ
ロ
、

日
本
初
狂
牛
病

携
帯
電
話
が
急
増

消
費
税
５
％
に

長
野
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
開
催

日
本
初
脳
死
臓
器
移
植
を
実
施

そ
ご
う
・
生
保
４
社
経
営
破
綻

戦後最長回復

新
型
肺
炎
S
A
R
S
流
行

大
学
生
の
就
職
内
定
率
過
去
最
低

マ
イ
ナ
ス
金
利
導
入
・
リ
オ
五
輪

消
費
税
8
％
、

青
色
L
E
D
ノ
ー

ベ
ル
賞

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
・
富
士
山
世
界
遺
産
登
録

安
全
保
障
関
連
法
･
中
国
人
客
爆
買
い

民
主
党
へ
政
権
交
代

東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー

・
自
民
党
政
権
復
活

消
え
た
年
金
問
題
発
覚

米
国
発
、

世
界
金
融
危
機

38,915.87 

日経平均株価

7,863.29 

56,363.94 

3.50 

9.00 

基準割引率及び基準貸付利率

5.50 

2.50 

6.00 

1.00 
短期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ

1.375

2.125

8.900 

長期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ

1.250 

2.750 
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10

為替

52

11
40

64

69

90

基準貸付金利

短期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ

変動長期

ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ

長期ﾌﾟﾗｲﾑﾚｰﾄ

ﾌﾗｯﾄ35（住宅ﾛｰﾝ）

日経平均株価

為替(円／ﾄﾞﾙ)

1.00％

2.125％

2.425％

2.750％

2.260％

56,363円

156.58円

2.625％

３年内

３年超

２０２６年２月９日

Copyright© EIWA Consulting, Inc. All Rights Reserved

日経平均株価 金利・為替・株価推移表

金利

10

176.05 

277.40 

83.19 

円・ドル為替 156.58 

60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
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